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　ＪＡＭ軸受部会の第１回代表者会議が１月２４日にＷＥＢ会議と併行で開

催され、 「２０２２年春季生活闘争方針」 が決定されました。 要求内容は、

①賃金要求、 ②一時金要求、 ③企業内最低賃金協定の締結、 ④高齢者

雇用の取り組み、 ⑤多様な人材に対する取り組み、 ⑥企業内賃金格差の

是正、 ⑦労働時間に関する取り組みとしました。

　また、統一要求日を２月２２日（火）、統一回答引き出し日を３月１０日（木）

に設定し、 ３月１５日～１６日の解決に向け、 軸受部会一致団結して、 全

単組で全力を挙げて取り組んでいくことを確認しました。

　国内で初めての新型コロナウ

イルス感染者が確認されてから

２年が経過し、 多くの困難をも

たらしています。罹患された方々

に心よりお見舞いを申し上げま

すとともに、 コロナ禍の見えな

い感染リスクと向き合いながら、

それぞれの立場で、 大変なご

苦労 ・ ご奮闘を続けてこられた

ことに心より敬意を表します。

　私たちを取り巻く環境は、 米中による世界経済の

覇権争いが繰り広げられている中で、 ＤＸ （デジタ

ルトランスフォーメーション） やカーボンニュートラル、

自動車のＥＶ化への対応など、 将来のものづくり産業

の姿を変えうる大きな変革期を迎えています。 各企業

とも、 まさに生き残りをかけた厳しい競争環境にさらさ

れていると思います。

　連合は、２０２２年春季生活闘争は「未来づくり春闘」

として、 経済の後追いではなく、 労働組合が前に出

て社会経済のけん引役を果たすことを求めています。

また、 ＪＡＭは、 すべての労働者の置かれている現実

を踏まえ、 中長期的な視点に立ち、 あるべき水準へ

の到達、賃金水準の社会化、「価値を認めあう社会へ」

の実現に継続的に取り組んでいくことにしています。

　いよいよ、 ２０２２年春闘が本番を迎えます。 楽な

春闘など経験したことはありませんが、 今年はこれま

での春闘とは違い、 現状をしっかり見つめ、 全単組

が軸受部会として掲げている各年齢での当面の目標

賃金、 さらには目標賃金を中長期的に目指しながら

要求を組み立て、 交渉をしていくことの意識合わせを

させていただきました。

　今年の干支は 「壬寅 （みずのえとら）」 です。 ３６

年に１度の 「五黄の寅」 という年にあたります。 「成

長」 や 「始まり」 の年である寅年の中でも、 圧倒的

な勢いを持ち、 大きく時代が動き、 成長していくター

ニングポイントだそうです。 軸受部会としても勢いをつ

けながら、 ２０２２年春闘、 さらには半年後に控えた参

議院議員選挙での ＪＡＭ代表 「村田きょうこ」 の必勝

に向けた取り組みなど、 多岐に亘っての活動を展開

していきますので、 ご理解とご協力、 ご支援を改めて

お願いいたします。

　最後になりましたが、 それぞれの職場で頑張って

いただいている組合員の皆さんの付託に応えるため、

また、 軸受部会に集うすべての人がやる気を持って

働ける職場になるように、 鉄の結束で運動を展開して

いきましょう。

ＪＡＭ軸受部会 部会長

谷口 和雄

第１回代表者会議
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ＪＡＭの基本的なスタンス （抜粋）

１．２０２２年春季生活闘争の役割

　２０１４年からの賃上げの流れの継続に留

まらず、 回復基調の中、 「誰一人取り残さな

い」 社会の実現に向け、 すべての単組が

ＪＡＭ方針に基づいた要求を提出し賃金改

善をめざす。 取り組みにあたっては、 コロナ

禍で低迷したマインドを払拭するため、 要求

準備段階で、 「生産年齢人口の減少」 によ

る人材不足、「賃金水準の低下」 「格差拡大」

など中長期的な課題、 労働組合 ・ 春季生

活闘争の役割、 企業状況を職場討議にお

いて共有し、 「賃金水準にこだわった要求」

「同一価値労働同一賃金」 「労働時間の原

則」 （考え方） の徹底を進める。

２．運動推進に向けた取り組み体制と組織の強化

　「春季生活闘争準備期間の取り組み」 を

強化する。 日程を策定した上で、 取り組み

体制を確立し、 要求決定に向けた職場集

会・研修会など、 対話活動を早期に開始し、

「２０２２年春季生活闘争の役割」 を共有した

上で要求提出を促進する。 組合員との対話

活動を重視する。 新型コロナウイルス感染症

による制約を受ける場合は、 少人数に分け

た職場集会開催やＩＴ機器 ・ ネットワークを

活用するなど取り組みを強化する。

３． 「底上げ」 「底支え」 「格差是正」 に向けた

所定内賃金の改善

　一日８時間以下の労働時間で、 ゆとり ・

豊かさのある生活ができる賃金水準の確保

をめざし所定内賃金の改善を行う。 社会的

水準の確保、 「産業内 ・ 企業内」 の格差是

正に向けて、 個別賃金要求方式の考え方を

基本に 「賃金プロット図」 を用いた賃金実

態の把握に取り組むと共に、 すべての単組

において、 ３０歳または３５歳の一人前労働

者、 標準労働者の賃金水準開示が行われ

るように取り組む。

　地域別最低賃金の引き上げと特定最低賃

金のあるべき姿を踏まえ、 全単組で、 高卒

初任者賃金を目安とする１８歳以上企業内

最低賃金協定の締結と水準引き上げに取り

組む。

４． 「価値を認めあう社会へ」 の実現

　「価値を認めあう社会へ」 の実現に向け、

「対応マニュアル」 の活用を促進し、 職場の

チェックと当該企業に対する 「価値にふさわ

しい価格取引実現に向けた環境整備」 の取

り組みの要請を継続する。 また、 関連省庁、

業界団体への働きかけを、 連合 ・ ＪＣＭと連

携し継続する。

５． 一時金

　一時金月数は、 企業状況に合わせて回復

してきたが、 大企業と中小企業の格差は広

がってきた。 直近では、 新型コロナウイルス

感染症の影響もあり、 大きく低下しているが、

年間生計費の維持 ・ 回復を重視する観点か

らこれまで通りの取り組みを継続する。

軸受産業の動向

　２０２０年度 （２０２０年４月～２０２１年３月） の軸受

完成品の生産金額は５，９７９億円となり、 対前年比で

１４．２％減少しました。 世界的な新型コロナウイルス

感染拡大の影響を大きく受け、 昨年度を大きく下回

る結果となりました。 一方、 ２０２１年度に入り段階的

に経済活動の正常化が進んだことで、 生産 ・ 販売

は持ち直しの動きが継続し、 ２０２１年度上期 （２０２１

年４～９月） の軸受完成品の生産金額は３，５６１億

円と前年同期比で３８．０％の大幅な増加となり、 大き

く落ち込んでいた生産は、 コロナ前の状況に戻って

きている状況です。 今後は、 新型コロナウイルス感

染症の再拡大や半導体不足による消費財の減産等、

先行きの不透明感は継続していますが、 自動車、 産

業機械向け需要は、 回復基調が継続していくと予想

されています。
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◎基本方針

１．ゆとり・豊かさの実現に向け、 賃金水準の維持・

向上の取り組み

２．ＪＡＭ方針の下、 軸受産業に働く者の雇用と生

活を守り生活の安定をめざす

３．ＪＡＭ軸受部会の目標賃金への到達をめざす

４．賃金 ・ 一時金の同時決着により、 生活の安定

を図る

５．ワーク ・ ライフ ・ バランスの実現に向けた取り組み

６．多様な人材の労働条件改善への取り組み

◎要求の考え方

１．厳しい経済情勢を認識しつつも、 労働者の置か

れている現実を踏まえ、 中長期的な視点に立ち、

あるべき賃金水準への到達をめざしていく。

２．経済を自律的な回復軌道にのせる取り組みと位

置づけ、 「他産業」 や 「企業内」 の格差是正と

あわせ、軸受産業全体の 「底上げ」 「底支え」 「格

差是正」 に向け、 「目標賃金への到達」 を実現

する取り組みを行う。

３．軸受産業における企業間格差の是正、 人材確保

の観点から、 賃金構造維持分を確保した上で、

所定内賃金の引き上げを中心に単組の課題を検

証し、 総額原資平均６, ０００円を基準とし 「人へ

の投資」 を要求する。

４．一時金については、 生活防衛の観点から、 月例

賃金との同時決着による年間総賃金１７カ月 （月

例賃金１２カ月＋一時金５カ月） の考え方で、 年

間５カ月要求を基準とする。

５．労働時間に関する取り組みは、 労働時間管理の

徹底、 所定労働時間の短縮、 インターバル規制

の導入などで、 総実労働時間の短縮の取り組み

を行う。

６．ワークルールの向上に向け、 高年齢継続雇用者

を含む多様な人材が活躍できる労働条件整備に

取り組む。 また、 高年齢者雇用の取り組みにつ

いては、 ６５歳までの定年年齢の延長に向けた協

議を行うとともに、 ７０歳までの就業確保に向け、

取り組みを強化する。

◎要求内容

【賃金要求】

１．各単組における賃金実態を把握し、 賃金個別

水準がＪＡＭ一人前ミニマム基準および、 軸受

部会 「目標賃金」 ・ 「当面目標賃金」 に達して

いないときは、 早期到達を目指す。

２．平均賃金要求に取り組まざるを得ない単組の要

求基準は、ＪＡＭの賃金構造維持分４，５００円に

６，０００円を加え「人への投資」として１０，５００円以上

とする。加えて、賃金プロット図を利用した賃金実態

の把握分析、賃金構造維持分の算出や、賃金デー

タを把握していない単組においても、１８歳、３０歳、

３５歳の現行水準・回答・確定水準の実在者の把

握など、賃金水準にこだわった取り組みを進める。

【一時金要求】

　家計における教育費、住宅ローンをはじめとする経常

的な支出を担う度合、将来に対する備え（貯蓄）など、

一時金の必要性に留意し、生活防衛の観点から、一時金

水準の確保・向上をめざし、要求基準を次の通りとする。

１．年間５カ月要求を基準として、 全単組が取り組

む。 半期要求の場合は２．５カ月とする。

２．各企業の状況および単組事情に応じて、「＋α」

を要求していく。

３．最低到達要求基準として、 年間４カ月または、

半期は２カ月とする。

【企業内最低賃金協定の締結】

１．企業内最低賃金について次の順で協定化に取

り組む。

①１８歳以上企業内最低賃金協定を締結していない

単組では、１８歳以上企業内最低賃金協定の締結

②年齢別最低賃金協定を締結していない単組で

は、 標準労働者（一人前労働者）の賃金カーブ

を基にした年齢別最低賃金協定の締結

③有期 ・ 短時間 ・ 契約等労働者も対象とする全

従業員最低賃金協定の締結

２．法定最低賃金引き上げの動向を踏まえ、 法定

最低賃金との差が５０円に満たない場合は、 直

ちに引き上げを要求する。 協定額決定基準は

次の通りとする。

①１８歳正規労働者月例賃金を、 所定労働時間で

割り戻した時間額とする。

②実在者がいない場合は、 実態カーブより１８歳

正規労働者月例賃金の推計値を用いる。

③１８歳未満の労働者に対する適用ルールについ

ては別途定めるようにする。
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【高齢者雇用の取り組み】

　少子高齢化による生産年齢人口の減少により、 若

年者、 女性、 高齢者の雇用環境整備と所得改善に

よる雇用の拡大が社会的な課題となっている。 ２０２１

年４月２日以降６０歳になる男性の年金支給年齢が

６５歳となったこと、 ２０２１年４月より、 ７０歳までの就

業確保措置が努力義務となったことを踏まえ、 取り組

みをさらに強化する。

１．「高齢者雇用に関する指針」 に沿って定年延長

の要求を行い、 協議を開始する。

２．継続雇用者については、 早期の組織化を図る

とともに、 将来の定年延長を見据え段階的に労

働条件を改善する。 また、 パートタイム ・ 有期

雇用労働法等及び最高裁判例に加え今後の動

向に留意した対応を図る。 また、 ６５歳から７０

歳までの雇用については、 改正法等の手引き

に則り取り組む。

【多様な人材に対する取り組み】

１．パート ・ 有期雇用労働者、 派遣労働者へ対応

については、 ＪＡＭ 「改正労働関連法の手引き」

に基づき、 取り組みを進める。

２．「底上げ」 「底支え」 「格差是正」 と均等待遇の

実現に向けて、 「誰もが時給１，１００円」 の実現

をめざし、 時給の引き上げに取り組む。

３．金属産業に関わる３５歳の勤労者の賃金水準を

明確に底支えし、 その水準以下で働くことをなく

す運動であるＪＣミニマム （３５歳） の取り組みの

一環として、 賃金実態の把握と所定内賃金月額

２１万円以下をなくす運動を行う。

【企業内賃金格差の是正】

　中途入社者、 男女、 雇用形態、 高齢者といった

企業内賃金格差については、 個別賃金の取り組み

の一環として、 課題の掘り起こしを行い、 従業員全

員の賃金実態の把握、 分析を進めた上で、 優先順

位を付け要求根拠とする。 特に、 男女間の賃金格

差問題については、 ＪＡＭがまとめる ｢ 男女間賃金格

差問題に関するまとめ ｣ に基づく取り組みを継続的

に進めていく。

 

【労働時間に関する取り組み】

１．労働時間の短縮と休日増 （参考 ： 軸受部会中

期目標）

①所定内労働時間が２，０００時間を超える単組は

２，０００時間を切る。

②所定内労働時間が１，９５０時間を超える単組は

１，９５０時間を切る。

③所定内労働時間が１，９３０時間を超える単組は

１，９３０時間を切る。

④所定内労働時間が１，９００時間を超える単組は

１，９００時間を切る。

⑤年間休日の目標は１２５日とし、 最低到達目標

は１２０日とする。

⑥年次有給休暇最低発生日数は２０日とし、 最高

付与日数を２５日とする。

２ ．時間外割増率の引き上げ

①時間外割増率 ： 当面の目標を４０％とし、 ５０％

を目指す。

②休日出勤割増率 ： 当面の目標を５０％とし、

１００％を目指す。

③月４５時間 ・ 月６０時間を超える割増率 ： ５０％

を目指す。

（２０２３年４月１日施行前に改定を目指す）

＊４５時間 ・ ６０時間は、 通常残業時間と休日

労働時間の合計。

④深夜割増率 ： ５０％を目指す。

３ ． 年次有給休暇取得促進運動の取り組み

①各単組が平均取得日数１４日以上を目指す。

②平均取得日数１４日以上達成出来ていない単組

は、 当面の目標として平均取得目数１２日以上

を目指す （１カ月に１回は、 有給休暇を取得す

る）。

※労働時間の短縮と時間外割増率の引き上げお

よび年休有給休暇取得への取り組みは、 各単

組実情に応じ取り組み、 総実労働時間の短縮

に努めていくこととする。
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４． ＪＡＭ労働時間指針に沿った取り組み

　ワーク ・ ライフ ・ バランスの実現に向け、 ある

べき 「働き方」 と 「暮らし方」 をめざし、 【労働

時間に関する取り組み】 の１～３の取り組みに

加え、 労働時間管理の徹底、 インターバル規

制の導入など、 総実労働時間の短縮の取り組

みを行う。

①長時間労働の是正に向け、 労働時間管理の徹

底を図り、 ＪＡＭの基準を踏まえた上で、 ３６協

定の内容について再点検を行う。 とりわけ、 特

別条項を付する場合は、 当該の職場と労働者

の実態を把握した上で、 業務改善や要員配置

の変更など職場改善を含む取り組みを進める。

②法定労働時間は、 １週４０時間 ・ １日８時間労働

であり、 ３６協定は免罰効手続きであることを労

使で再確認した上で、時間あたり賃金や仕事量・

適正人員の点検を行う。

◎取り組み方と日程について

１．統一要求日

２月２２日 （火） までに、 全単組が要求を行う。

２．ストライキ権について

要求実現の手段として有効に活用する立場か

ら、 従来の労使関係を考慮し確立する。

３．解決に向け

①統一交渉ゾーン

・ 第１次交渉ゾーン ： 要求提出以降２月２８日（月）

までに、 企業の短期 ・ 中期見通しについて交

渉することと、 回答引き出し日（３月１０日）に回

答確約を求める。

・ 第２次交渉ゾーン ： ３月７日（月）以降において、

３月１５日（火）～１６日（水）の解決に向け、 統一

回答指定日における回答確約を目指す。 その

ために、 ３月１３日（日）には、 第５回幹事会 ・

第２回代表者会議を設定し、 最終決着に向け

各単組の意思疎通と団結力を高めていく。

②回答指定日 （解決日）

・ ３月１５日 （火） ～１６日 （水）

◎主な日程配置

 ２月２２日 （火） までに要求提出

  ２３日 （水） 第４回幹事会 （要求内容確認）

 ３月　４日 （金） 大手労組会議

  ～　５日 （土）

  １０日 （木） 回答引き出し日

  １２日 （土） 大手委員長会議 ・ 書記長会議

  １３日 （日） 第５回幹事会

   第２回代表者会議

  １５日 （火） ＪＡＭ ・ 軸受部会 「解決日」

  ～１６日 （水）

  １６日 （水） ＪＣＭ集中回答日

ＪＡＭ軸受部会は、参議院議員候補予定者「村田きょうこ」を応援しています
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【特 選】
コロナ禍で賃金低下はモーおしまい　 

つぎのトライで満額勝利２２春闘

東振労組　吉田 貴徳さん

【特 選】

【入 選】

【佳 作】

【入 選】

「賃上げ ・ ボーナス二刀流　

勝ちとる春闘　勝タイム」

ダイベア労組　石橋 弘太郎さん

「虎視眈々と未来を見据え　狙う獲物は満額回答　

今こそ団結２２春闘」

ＮＴＮ労組　佐藤 辰紀さん

「虎視眈々ねらったベアは逃さない　

みんなで闘う２２春闘」

東振労組　吉田 貴徳さん

【佳 作】

「密は避けつつ心は一つに　

みんなで勝ち取る２０２２春闘」

日本精工労組　周藤 憲一郎さん

「笑顔あふれる暮らしのために心ひとつに闘おう　

一致団結２２春闘」

ＮＴＮ労組　乗松 直史さん

「労使一体　軸受の輪となり　

賃上げ　消費回復　好循環！！」

ＮＴＮ三重労組　髙田 稔さん

「今こそ我らのショータイム　

フルスイングで掴め豊かな未来」

日本精工労組　饗場 拓也さん

「あなたの笑顔が見たいから　軸受共闘２０２２春闘」

日本ニードルローラー労組　中川 健人さん

「一致団結　みんなの絆の力で　

虎 （トラ） イ決めるぜ　２２春闘」

光精軌労組　石橋 雅和さん

「聞きたくない　嫁の小言と小遣いカット　

共に勝ち取る２０２２春闘」

ダイベア労組　佐藤 正教さん

「人との距離は離れても　

心は寄せ合い気持ちは一つ　団結２２春闘」

日本精工労組　大崎 真志さん

「コロナ第六波も　ココロは密に　皆で闘う２２春闘」

ＮＫＣ労組連合会　大西 昭生さん

「賃金上がらず物価の上昇　皆のやる気は減少　

そんなの許すな２２春闘！」

ＮＴＮ鋳造労組　須山 賢也さん

標　語 カット

ＮＴＮ労組
籠宮　貴志さん

日本精工労組
原澤　孝之さん

日本トムソン労組
齋藤　基さん

①日本精工労組　　　斉藤　克明さん
②日本精工労組　　　田代　　怜さん
③日本トムソン労組　竹村　彩奈さん
④日本トムソン労組　田中　秀幸さん
⑤ＮＴＮ労組　　　　川口　隼人さん

①

③

⑤

②

④

ＮＴＮ労組
平賀　賢太さん

「標語・カット」審査結果


